
連
戦
連
勝
の
組
合

２
０
１
５
年
11
月
25
日
、

賃
金
減
額
裁
判
に
お
い
て
、

会
社
は
「
原
告
ら
の
請
求
を

全
て
認
め
る
」
と
し
て
「
請

求
の
認
諾
」
を
行
い
、
原
告

９
名
に
対
し
裁
判
で
請
求
さ

れ
て
い
た
減
額
分
の
賃
金
お

よ
び
遅
延
損
害
金
の
全
額
約

１
２
０
０
万
を
支
払
う
こ
と

を
言
明
し
ま
し
た
。

賃
金
減
額
裁
判
は
12
月
25

日
に
判
決
が
予
定
さ
れ
て
い

ま
し
た
。
し
か
し
裁
判
の
経

過
か
ら
、
会
社
の
敗
訴
が
確

実
視
さ
れ
る
中
、
判
決
に
よ
っ

て
日
本
Ｉ
Ｂ
Ｍ
の
賃
金
減
額

制
度
の
違
法
性
や
非
人
道
性

を
厳
し
く
指
弾
さ
れ
る
こ
と

を
恐
れ
た
会
社
が
、
判
決
前

に
自
ら
の
減
額
措
置
が
誤
り

で
あ
っ
た
こ
と
を
認
め
、
白

旗
を
掲
げ
た
も
の
で
す
。
原

告
組
合
側
の
完
全
な
勝
利
で

す
。
都
労
委
、
中
労
委
の
勝

利
命
令
に
続
き
、
組
合
は
連

戦
連
勝
で
す
。

認
諾
が
意
味
す
る
も
の

こ
の
「
請
求
の
認
諾
」
に

よ
っ
て
回
復
さ
れ
る
賃
金
は

こ
の
裁
判
を
起
こ
し
た
原
告

９
名
の
請
求
し
た
金
額
に
限

ら
れ
ま
す
が
、
会
社
は
自
ら

の
減
額
措
置
の
誤
り
を
認
め

た
以
上
、
過
去
の
す
べ
て
の

減
額
措
置
を
撤
回
す
る
と
と

も
に
、
今
後
二
度
と
減
額
を

実
施
し
な
い
こ
と
を
約
す
る

当
然
の
義
務
が
発
生
し
ま
す
。

組
合
は
今
後
の
団
体
交
渉

を
通
じ
て
、
過
去
に
行
っ
た

す
べ
て
の
減
額
措
置
を
撤
回

し
、
減
額
さ
れ
た
組
合
員
の

損
害
を
回
復
す
る
よ
う
に
求

め
て
い
き
ま
す
。

組
合
に
加
入
し
、
一
緒
に

た
た
か
い
ま
し
ょ
う

(

原
告
Ａ
さ
ん
の
コ
メ
ン
ト)

私
は
２
０
１
３
年
５
月
、

Ｐ
Ｂ
Ｃ
低
評
価
者
に
対
す
る

一
律
の
減
額
が
発
表
さ
れ
た

翌
日
に
組
合
に
加
入
し
ま
し

た
。
真
面
目
に
働
い
て
き
た

社
員
に
対
す
る
会
社
の
非
道

な
仕
打
ち
が
許
せ
ず
、
ま
た
、

10
％
を
超
え
る
賃
金
減
額
が

違
法
で
あ
る
こ
と
も
確
信
し

て
い
た
た
め
で
す
。
今
回
の

「
認
諾
」
に
よ
っ
て
、
過
去

の
減
額
分
約
１
６
０
万
円
を

取
り
返
す
こ
と
が
で
き
、
あ

き
ら
め
ず
に
た
た
か
っ
て
よ

か
っ
た
と
、
心
か
ら
ほ
っ
と

し
て
い
ま
す
。

た
だ
し
、
賃
金
減
額
の
問

題
は
ま
だ
ま
だ
残
っ
て
い
ま

す
。
今
後
す
べ
て
の
問
題
を

解
決
す
る
た
め
に
、
会
社
と

団
体
交
渉
を
行
っ
て
い
き
ま

す
。
賃
金
減
額
さ
れ
た
皆
さ

ん
も
あ
き
ら
め
ず
に
組
合
に

加
入
し
、
一
緒
に
た
た
か
い

ま
し
ょ
う
。

～

～

～

～

組
合
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
は
、

勝
利
声
明
が
掲
載
さ
れ
て
い

ま
す
。
合
わ
せ
て
ご
覧
く
だ

さ
い
。

11
月
12
日
、
日
比
谷
野

外
大
音
楽
堂
に
お
い
て
「
戦

争
法
廃
止
・
安
倍
政
権
Ｎ
Ｏ
！

め
ざ
そ
う
安
全
・
安
心
社
会

国
民
要
求
実
現
11
・
12
中

央
総
決
起
集
会
」
が
国
民
春

闘
共
闘
委
員
会
・
全
労
連
・

国
民
大
運
動
実
行
委
員
会
の

主
催
で
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

平
日
昼
間
の
行
動
に
も
か

か
わ
ら
ず
会
場
を
い
っ
ぱ
い

に
し
、
秋
季
年
末
闘
争
勝
利
、

戦
争
法
廃
止
を
筆
頭
に
、
労

働
諸
法
制
改
悪
阻
止
、
全
国

一
律
最
賃
１
０
０
０
円
以
上

実
現
、
辺
野
古

新
基
地
建
設
阻

止
、
Ｔ
Ｐ
Ｐ
参

加
反
対
、
医
療
・

社
会
保
障
の
改

悪
反
対
、
原
発

再
稼
働
反
対
な

ど
国
民
要
求
実

現
に
向
け
て
、

元
気
に
意
思
統

一
を
行
い
ま
し

た
。そ

の
中
で
、
Ｊ

Ｍ
Ｉ
Ｕ
日
本
Ｉ

Ｂ
Ｍ
支
部
の
仲
間
が
、
ロ
ッ

ク
ア
ウ
ト
解
雇
と
賃
金
減
額

争
議
の
状
況
を
報
告
し
ま
し

た
。
「
ロ
ッ
ク
ア
ウ
ト
解
雇

裁
判
で
は
春
か
ら
次
々
に
判

決
を
迎
え
ま
す
が
、
こ
ん
な

理
不
尽
な
労
務
政
策
は
絶
対

に
許
し
ま
せ
ん
。
必
ず
勝
利

し
ま
す
」
と
決
意
を
表
明
し
、

多
く
の
仲
間
の
支
援
で
争
議

が
支
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
に

感
謝
し
、
「
引
き
続
き
の
支

援
を
」
と
訴
え
ま
し
た
。
集

会
後
、
国
会
請
願
デ
モ
を
行

い
ま
し
た
。

11
月
13
日
に
起

き
た
パ
リ
同
時
テ

ロ
を
め
ぐ
る
ニ
ュ
ー

ス
が
連
日
世
界
で

大
々
的
に
報
じ
ら

れ
る
中
、
目
を
引

い
た
の
は
時
事
ド
ッ
ト
コ
ム

の
「
な
ぜ
パ
リ
ば
か
り
注
目
」

と
い
う
記
事
で
し
た
▼
前
日

の
11
月
12
日
に
ベ
イ
ル
ー

ト
で
起
き
た
40
人
以
上
が
死

亡
し
た
連
続
自
爆
テ
ロ
は
、

あ
ま
り
各
国
の
メ
デ
ィ
ア
で

報
じ
ら
れ
ず
、
悲
劇
に
対
す

る
世
界
の
反
応
に
疑
問
符
が

つ
け
ら
れ
る
と
の
内
容
で
し

た
▼
同
様
に
、
日
本
Ｉ
Ｂ
Ｍ

で
行
わ
れ
て
い
る
不
当
な
賃

金
減
額
・
解
雇
事
件
や
、
他

の
企
業
・
公
共
団
体
で
問
題

と
な
っ
て
た
た
か
わ
れ
て
い

る
さ
ま
ざ
ま
な
労
働
問
題
は
、

一
部
メ
デ
ィ
ア
以
外
で
は
報

じ
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
▼
日
々

の
労
働
争
議
の
活
動
に
仲
間

の
支
援
が
こ
れ
だ
け
集
ま
る

意
味
や
意
義
が
、
も
っ
と
広

く
大
き
く
報
道
さ
れ
る
こ
と

に
よ
り
、
よ
り
多
く
の
労
働

者
の
悲
劇
を
救
済
し
、
社
会

の
ひ
ず
み
を
正
す
こ
と
に
つ

な
が
る
こ
と
を
切
に
願
い
ま

す
。

（
８
Ｃ
）
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(1)２０１５年１２月７日 か い な 第２２７６号

賃金減額撤回は
組合に相談を！

全 日 本 金 属 情 報 機 器
労 働 組 合 ( J M I U )
日 本 ア イ ビ ー エ ム 支 部

東京都港区赤坂2丁目20の6
川瀬ビル5F 〒107-0052
T E L : 0 3 - 3 5 8 3 - 9 0 3 7
F A X : 0 3 - 5 5 6 2 - 0 8 5 3

定価 月 500円

２０１５年１２月７日 か い な 第２２７６号(4)

戦
争
法
廃
止
、
安
倍
政
権
Ｎ
Ｏ
！

「

11

／
22

中
央
総
決
起
集
会
」

決意を表明する大岡義久委員長

被
告
が
原
告
の
請
求
が
正
し
い
こ
と
を
認
め
、
裁
判
所

が
作
成
す
る
調
書
に
記
載
さ
れ
る
も
の
。
原
告
勝
訴
の
判

決
が
確
定
し
た
場
合
と
同
様
の
効
果
が
発
生
し
ま
す
。

原
告
と
被
告
の
合
意
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
和
解
と
は
異

な
る
も
の
で
す
。

会見で裁判勝利の報告をする組合と弁護士 = 27日、厚労省

請
求
の
認
諾
と
は

賃金減額裁判

組合全面勝利

ビール工場見学＆交流会

10月31日、ＪＭＩＵ東京地方本部女性
センター主催で、キリンビール横浜工場

の見学会が行われました。各地協から女

性組合員10人が集い、麒麟一番搾りやジュー

ス・コーヒーの試飲後、工場敷地内のレ

ストランで食事をしながら、楽しく交流

しました。

工場見学では、麦芽を作るところから

発酵・搾り・貯蔵・缶詰に至るまでの工

程をパネルやビデオで学びつつ、麦芽を

試食、ホップの香りを嗅ぎ、一番搾り麦

汁と二番搾り麦汁との飲み比べをするな

ど、五感を使って実際の味を体験しまし

た。見学の最後には、無料で試飲し、ビー

ルのおいしい注ぎ方も勉強しました。

レストランでの交流会では、職場やた

たかっている争議など自己紹介をしなが

ら、美味しい料理に舌鼓を打ち、話が尽

きませんでした。 女性センター総会を

兼ねた憲法カフェ（12月19日午後 東京

しごとセンター会議室）での再会を誓い、

帰途につきました。

報告
学習し交流深める

～はたらく女性の中央集会行動～

11月21日～22日さいたま市内で「第60回はたらく女

性の中央集会」が開かれ、全国各地の労働組合や中小

企業・農業団体の女性部などから、のべ１３５０人が

集結。分科会・全体会で学習し交流を深めました。

１日目の第２分科会では「はたらくことは生きるこ

と」と題し、今野久子弁護士が講演。男女雇用機会均

等法制定から30年を迎える今、はたらく女性をとりま

く厳しい現実を様々な統計データを交えて紹介し、

「昔は『男は仕事。女は家事』今は『女は仕事も家事

も』で、結果日本の女性は世界一の働き者」と指摘。

参加者の大きな共感を集めました。

２日目の全体会では、ＩＢＭをはじめ、全国の不当

解雇や非正規切り、

マタニティーハラ

スメントなどとの

たたかいの報告が

ありました。

来年の高知集会

での再会を誓って

散会し、デモ行進

で大いに気勢を上

げました。登壇する参加者

― 会社がみずから請求を認める ―



第
３
次
と
な
る
ロ
ッ
ク
ア

ウ
ト
解
雇
撤
回
裁
判
の
証
人

尋
問
が
決
ま
り
ま
し
た
。

証
人
は
原
告
側
証
人
４
人

と
被
告
側
（
会
社
側
）
証
人

10
人
の
計
14
人
で
す
。
２

月
か
ら
５
月
に
掛
け
て
計
４

回
お
こ
な
い
ま
す
。
証
人
お

よ
び
日
程
に
つ
い
て
の
詳
細

は
別
表
の
と
お
り
で
す
。

各
証
人
は
、
30
分
か
ら

１
時
間
証
言
台
に
立
ち
、
被

告
、
原
告
双
方
の
代
理
人

（
弁
護
士
）
か
ら
尋
問
を
受

け
ま
す
。

尋
問
開
始
の
前
に
、
裁
判

官
か
ら
真
実
を
証
言
す
る
こ

と
を
誓
わ
せ
ら
れ
、
う
そ
の

証
言
を
し
た
ら
罰
せ
ら
れ
る

こ
と
が
あ
る
旨
の
忠
告
を
受

け
ま
す
。
原
告
は
、
そ
も
そ

も
、
う
そ
偽
り
を
証
言
す
る

必
要
は
な
く
、
会
社
に
さ
れ

た
こ
と
の
事
実
を
あ
り
の
ま

ま
言
う
だ
け
で
す
。
し
か
し

な
が
ら
、
会
社
側
証
人
は
、

既
に
先
行
し
て
い
る
１
次
２

次
裁
判
の
証
人
尋
問
に
お
い

て
、
矛
盾
し
た
証
言
が
浮
き

彫
り
に
な
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
裁
判
は
ど
な
た
で
も

傍
聴
可
能
で
す
。
多
く
の
皆

様
の
傍
聴
参
加
を
お
願
い
致

し
ま
す
。

(3)２０１５年１２月７日 か い な 第２２７６号 ２０１５年１２月７日 か い な 第２２７６号(2)

ロ
ッ
ク
ア
ウ
ト
解
雇
第
１

次
・
２
次
裁
判
は
、
11
月

16
日
に
最
終
弁
論
を
行
い
結

審
し
３
月
28
日
に
判
決
が
で

ま
す
。
水
口
弁
護
士
が
最
終

意
見
陳
述
を
行
い
ま
し
た
。

以
下
に
そ
の
抜
粋
を
掲
載
し

ま
す
。

本
件
解
雇
は
、
労
働
契
約

法
16
条
に
違
反
す
る
こ
と
に

よ
り
無
効
で
あ
る
。

１

本
件
審
理
で
明
ら
か
に

な
っ
た
本
件
の
特
徴

一
つ
は
、
解
雇
予
告
通
知

書
に
記
載
さ
れ
た
解
雇
理
由

が
全
て
ほ
ぼ
同
一
の
定
型
文

言
に
て
記
載
さ
れ
て
い
た
と

い
う
点
で
す
。
そ
の
文
言
は
、

抽
象
的
な
「
貴
殿
は
、
業
績

が
低
い
状
態
が
続
い
て
お
り
、

そ
の
間
、
会
社
は
様
々
な
改

善
機
会
の
提
供
や
そ
の
支
援

を
試
み
た
に
も
か
か
わ
ら
ず

業
績
の
改
善
が
な
さ
れ
」
な

か
っ
た
と
い
う
も
の
で
す
。

原
告
ら
が
具
体
的
な
解
雇
理

由
を
問
い
た
だ
し
て
も
回
答

し
ま
せ
ん
で
し
た
。
団
体
交

渉
で
の
説
明
さ
え
拒
ん
だ
た

め
、
中
労
委
で
不
当
労
働
行

為
と
認
定
さ
れ
、
会
社
も
命

令
を
受
け
入
れ
裁
判
所
へ
の

不
服
申
立
を
断
念
し
ま
し
た
。

二
つ
は
、
原
告
ら
は
、
日

本
Ｉ
Ｂ
Ｍ
で
10
年
、
20
年

以
上
働
い
て
き
た
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
突
然
、
業
績
不
良
・

改
善
の
見
込
み
な
し
と
解
雇

さ
れ
た
点
で
す
。
そ
の
根
拠

と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の
は
Ｐ

Ｂ
Ｃ
と
い
う
人
事
評
価
で
す

が
、
こ
れ
は
相
対
評
価
で
す
。

解
雇
を
相
対
評
価
で
決
め
た

と
い
う
の
で
す
。

三
つ
は
、
Ｉ
Ｂ
Ｍ
で
は
、

２
０
１
２
年
以
降
、
毎
年
、

全
世
界
的
に
人
員
削
減
が
実

施
さ
れ
、
そ
の
た
め
毎
年
、

ワ
ー
ク
フ
ォ
ー
ス
・
リ
バ
ラ

ン
シ
ン
グ
・
チ
ャ
ー
ジ
、
す

な
わ
ち
人
員
再
調
整
費
用
が

計
上
さ
れ
て
い
ま
す
。
時
期

及
び
金
額
は
会
社
発
表
資
料

で
明
ら
か
で
す
。
組
合
員
で

解
雇
さ
れ
た
35
名
を
見
る
と
、

Ⅰ
期
は
、
２
０
１
２
年
第
３

四
半
期
で
４
億
８
０
０
万
ド

ル
で
11
名
解
雇
、
Ⅱ
期
は
２

０
１
３
年
第
２
四
半
期
で
10

億
ド
ル
で
15
名
解
雇
、
Ⅲ
期

は
２
０
１
４
年
第
１
四
半
期

で
２
億
ド
ル
で
４
名
解
雇
、

Ⅳ
期
は
２
０
１
５
年
第
１
四

半
期
で
２
億
８
０
０
０
万
ド

ル
で
５
名
解
雇
と
時
期
が
合

致
し
て
い
ま
す
。
会
社
が
計

画
的
に
被
解
雇
者
を
選
定
し

て
、
予
算
措
置
が
あ
る
時
期

に
一
斉
に
解
雇
し
て
い
る
こ

と
は
明
ら
か
で
す
。

２

本
件
解
雇
は
人
員
削
減
の

た
め
の
解
雇
で
あ
る
こ
と

本
件
解
雇
は
、
原
告
ら
労

働
者
個
人
の
業
績
が
低
い
結

果
だ
と
さ
れ
て
い
ま
す
が
、

実
際
に
は
、
先
ず
人
員
削
減

の
目
標
あ
り
き
な
の
で
す
。

こ
の
点
を
赤
裸
々
に
語
っ
た

の
が
原
告
酒
本
の
上
司
で
す
。

こ
の
上
司
は
「
毎
年
毎
年
、

組
織
を
維
持
で
き
な
い
ほ
ど

の
人
員
削
減
を
や
ら
さ
れ
て

い
る
。
そ
う
な
る
と
辞
め
さ

せ
て
も
影
響
が
少
な
い
人
物

を
人
員
削
減
対
象
と
す
る
」

と
語
っ
て
い
ま
す
。

要
す
る
に
、
日
本
Ｉ
Ｂ
Ｍ

は
、
経
営
側
の
事
情
に
よ
る

解
雇
に
は
整
理
解
雇
の
法
理

が
適
用
さ
れ
る
た
め
、
こ
れ

を
回
避
す
る
た
め
、
あ
え
て

原
告
ら
の
業
績
不
良
、
改
善

の
見
込
み
が
な
い
と
、
理
由

を
偽
装
し
て
解
雇
し
て
い
る

の
で
す
。

３

メ
ン
タ
ル
疾
患
に
つ
い
て

原
告
ら
５
名
の
う
ち
メ
ン

タ
ル
疾
患
に
罹
患
し
て
い
た

者
が
３
名
い
ま
す
。
日
本
Ｉ

Ｂ
Ｍ
社
内
で
メ
ン
タ
ル
疾
患

は
人
事
上
も
対
策
が
必
要
な

問
題
で
も
あ
り
ま
し
た
。
Ｈ

Ｒ
の
資
料
に
も
患
者
の
調
査

結
果
な
ど
が
課
題
と
し
て
掲

載
さ
れ
て
い
ま
す
。

と
こ
ろ
で
、
原
告
ら
の
中

に
は
メ
ン
タ
ル
疾
患
を
上
司

に
申
告
で
き
な
か
っ
た
者
も

い
ま
し
た
。
そ
れ
は
、
メ
ン

タ
ル
疾
患
を
抱
え
て
い
る
と

い
う
こ
と
が
上
司
に
わ
か
っ

た
な
ら
ば
退
職
勧
奨
の
対
象

に
な
る
の
で
は
な
い
か
、
と

恐
れ
た
か
ら
で
す
。
こ
れ
を

申
告
し
な
か
っ
た
こ
と
が
解

雇
の
理
由
に
な
る
で
し
ょ
う

か
？最

高
裁
判
所
は
、
東
芝
う

つ
病
解
雇
事
件
（
平
成
26
年

３
月
24
日
・
集
民
第
２
４
６

号
89
頁
）
の
判
決
の
中
で

「
労
働
者
に
と
っ
て
，
自
己

の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
に
属
す
る

情
報
で
あ
り
，
人
事
考
課
等

に
影
響
し
得
る
事
柄
と
し
て

通
常
は
職
場
に
お
い
て
知
ら

れ
る
こ
と
な
く
就
労
を
継
続

し
よ
う
と
す
る
こ
と
が
想
定

さ
れ
る
性
質
の
情
報
で
あ
っ

た
」
と
し
て
、
そ
の
情
報
を

申
告
し
な
か
っ
た
と
し
て
も
、

使
用
者
は
そ
れ
に
配
慮
す
べ

き
義
務
を
負
う
と
判
示
し
て

い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
本
件

解
雇
に
つ
い
て
も
、
メ
ン
タ

ル
疾
患
を
管
理
職
に
申
告
し

て
い
な
か
っ
た
と
し
て
も
、

や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
り
、

か
え
っ
て
使
用
者
が
十
分
に

そ
れ
に
配
慮
し
て
い
な
か
っ

た
場
合
に
は
解
雇
が
社
会
的

な
相
当
性
を
欠
く
こ
と
に
な

る
と
言
う
べ
き
で
す
。

ロ
ッ
ク
ア
ウ
ト
解
雇
第
１
次
・２
次
裁
判
結
審

証人決まり来年判決へ

組 合 な ん で も 相 談 窓 口
事業所名 職場名 氏名 電話番号

本 社 ＴＳＤＬ．ＩＳＥＬ・Ｓｙｓｔｅｍ技術 大岡義久 1712-5175
本 社 GTS.ビジネスオペレーショ ンズ 杉野憲作 205-6550
本 社 SWGグローバル・ライセンシング事業部ELAソリューショ ンズ 大場伸子 206-4650
幕 張 価格計画．S&D価格計画 石原隆行 205-6483

名古屋 GBS.インダストリアル・アプリケーショ ン開発 板倉浩 205-2205

大 阪 ＧＦＳ．西日本グリーンファシリティＳＶＣ 山本茂秋 505-5420
大 阪 西日本地区技術・技術推進 河本公彦 205-5204

組 合
事務所
連絡先

TEL：０３－３５８３－９０３７ (月～金 １３時～１６時) ＦＡＸ：０３－５５６２－０８５３
メール : jmiu-ibm@i.bekkoame.ne.jp Web: http://www.jmiu-ibm.org/

注）上記窓口は、事業所にこだわらず、連絡のとれる電話番号へどうぞ

法律相談 労働問題以外の民事一般についても相談受け付けます（お手数ですが電話予約をお願いします）

東京法律
事務所

弁護士 水口 洋介、 今泉 義竜、 本田 伊孝

東京都新宿区四谷1-4 四谷駅前ビル TEL: 03-3355-0611㈹ Ｗｅｂ : http://tokyolaw.gr.jp/

岡田尚法律
事務所

弁護士 岡田 尚

神奈川県横浜市中区太田町１－１０ ＮＧＳ太田町ビル５階 TEL: 045-222-7577

解
雇
は
労
働
契
約
法
違
反
で
無
効

第３次ロックアウト解雇撤回裁判

従業員代表選挙結果

第３次ロックアウト解雇撤回裁判 証人尋問スケジュール

事業所／ブロック 組合推薦
候補 得票数 得票率 相手

得票数
相手得票数
÷有権者数

本社

第１ブロック 大場 伸子 236 20.4% 919 56.8%

第３ブロック 吉野 浩介 260 17.4% 1235 54.2%

第５ブロック 杉野 憲作 345 20.2% 1367 57.6%

幕張事業所
第１ブロック 池田 武司 59 21.9% 211 61.3%

第２ブロック 石原 隆行 73 20.4% 284 58.8%

大阪事業所 第１ブロック 河本 公彦 49 30.4% 112 60.5%

※得票率とは有効投票数のうちの獲得率

期日（２０１６年） 開始時間 法 廷 証 人

２月３日（水）
１０：００

東京地裁
５２７号

ＩＧＡ ＡＳ＆Ｐ.コンピテンシー推進 服部 充典
１３：３０ 金融第六ＳＯＬデリバリ．保険第四ＳＯＬ 筱 大介
１４：００ 原告 高山弘之

３月２日（水）

１０：００

東京地裁
５２７号

ＴＳＤＬ．トランスレーションＳＣ 杉本 順一

１１：００ ＴＳＤＬ．トランスレーションＳＣ 稲垣 和美

１３：３０ ＴＳＤＬ.ＳＷサービス＆サポート事業企画 大島 紀子
１４：００ 原告 Ａ

４月１５日（金）
１３：１０

東京地裁
５２７号

ＩＧＡ・ＳＭ．第二ＩＧＡサービス 岡部 正秀

１４：４０ ＩＧＡサービス・マネジメント 川口 正美
１５：１０ 原告 Ｂ

５月２０日（金）

１０：００

東京地裁
５２７号

クロスＤＥＬ．ＥＮＴ西日本ＳＯＬ ＤＥＬ 速水 優

１１：３０ ＯＩＯソリューションズ 安居 淳一

１３：３０ 金融第三ＳＯＬデリバリー．第二デリバリー 長田 圭史
１４：００ 原告 Ｃ

ることができました。投票していた
だいた方には心からお礼を申し上げ

ます。投票していただいた皆様の意
を汲み、今後従業員代表への働きか
けや会社との交渉など、労働条件が

改善されるよう更に奮闘いたします。
引き続きのご支援をどうぞよろしく
お願いします。

従業員代表選挙結果報告

大阪で健闘、投票者に感謝

１１月２５日に行われた従業員代
表選挙の結果を別表のとおり報告い
たします。この選挙は、ＰＢＣ制度
改定、マイナンバー制度運用など、

労働条件に関わる大事な争点を持っ
た選挙でした。残念ながら組合推薦
候補の当選はなりませんでしたが、

大阪では以前に比べ高い得票率を得


